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提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社は関連会社を有しておりませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

当第１四半期累計期間において、当社および当社の関係会社において営まれている事業の内容に重要な

変更はありません。 

  

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第69期

第１四半期 
累計期間

第70期
第１四半期 
累計期間

第69期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 600,147 608,727 2,435,972

経常利益 (千円) 160,289 138,272 618,487

四半期(当期)純利益 (千円) 76,887 65,373 335,065

持分法を適用した場合の 
投資利益

（千円） ― ― ―

資本金 （千円） 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 （株） 2,000,000 2,000,000 2,000,000

純資産額 (千円) 5,132,633 5,422,438 5,376,753

総資産額 (千円) 11,150,048 10,915,667 11,216,529

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額

(円)
優先 39.42
普通 35.37

優先 33.66
普通 29.61

優先168.71
普通164.46

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円)
―
―

―
―

優先13.00 
普通 9.00

自己資本比率 (％) 46.0 49.7 47.9

２ 【事業の内容】



当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。  

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

  

 (1) 業績の状況 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響により生産や

個人消費が落ち込み、さらには原発事故に伴う電力供給問題により景気は先行き不透明な状況となって

おります。 

このような状況におきまして、当第１四半期累計期間の経営成績は、神戸市中央区の賃貸事業用地を

商業施設へ賃貸したことにより、売上高は６億８百万円（前年同四半期比1.4％増）となりました。  

利益面では、建物事業で修繕費等が増加したことにより、営業利益は１億３千６百万円（前年同四半

期比14.7％減）、経常利益は１億３千８百万円（前年同四半期比13.7％減）、四半期純利益は６千５百

万円（前年同四半期比15.0％減）となりました。  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①  土地事業 

土地事業では、土地賃貸業務において神戸市中央区の賃貸事業用地を商業施設へ賃貸したことによ

り、売上高は１億５千２百万円（前年同四半期比12.6％増）、セグメント利益（経常利益）は７千万

円（前年同四半期比40.9％増）となりました。  

  

②  建物事業 

建物事業では、ＮＰＯビルおよびショッピングセンターにおいてテナントの退室により稼働率が低

下したことなどにより、売上高は４億５千６百万円（前年同四半期比1.8％減）、セグメント利益

（経常利益）は修繕費等が増加したため、７千３百万円（前年同四半期比33.9％減）となりました。

  

③ その他 

その他の事業には、当第１四半期累計期間より新規事業として開始した販売用不動産事業が含まれ

てります。当第１四半期累計期間では販売用不動産の取得に係る諸経費のみを計上しておりますの

で、セグメント損失（経常損失）は４百万円となりました。  

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】



  
  (2) 財政状態の分析 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ３億円減少し、109億１千５百万円

となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものです。  

負債は、前事業年度末と比べ３億４千６百万円減少し、54億９千３百万円となりました。これは主に

未払法人税等および受入敷金保証金の減少によるものです。  

純資産は、前事業年度末と比べ４千５百万円増加し、54億２千２百万円となりました。これは主に利

益剰余金の増加によるものです。  

  

  (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

  (4) 研究開発活動 

該当事項はありません。 

  



  

 
  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,600,000

優先株式 4,800,000

計 6,400,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 460,000 460,000 非上場・非登録

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない株式 
単元株式数は100株でありま
す。 
定款において、会社法第322条
第２項に関する定めはありませ
ん。

優先株式 1,540,000 1,540,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式 
毎決算期において株式１株につ
き年４円を超ゆるまで普通株式
に優先して利益配当金を受ける
権利を有します。 
単元株式数は100株でありま
す。
定款において、会社法第322条
第２項に関する定めはありませ
ん。

計 2,000,000 2,000,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】



  

  

 
  

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年３月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。 

平成23年３月31日現在 

 
(注)「単元未満株式」欄の優先株式には、当社所有の自己株式58株が含まれております。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成23年６月30日 ― 2,000,000 ― 100,000 ― 58,178

(6) 【大株主の状況】

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
優先株式  2,300

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式 460,000
優先株式1,533,200

19,932

普通株式 権利内容に何ら限定のな
     い株式 
優先株式 権利内容に何ら限定のな 
     い当社における標準とな 
     る株式 
     毎決算期において株式1 
     株につき年４円を超ゆる 
     まで普通株式に優先して 
     利益配当金を受ける権利 
     を有します。

単元未満株式 優先株式  4,500 ―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 
毎決算期において株式１株につき年
４円を超ゆるまで普通株式に優先し
て利益配当金を受ける権利を有しま
す。

発行済株式総数 2,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 19,932 ―



  

 平成23年３月31日現在 

 
  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。 

  

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
大阪港振興株式会社

大阪市港区築港 
３－７－15

2,300 ― 2,300 0.11

計 ― 2,300 ― 2,300 0.11

２ 【役員の状況】



当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成23年４月１日か

ら平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)に係る

四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。  

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

３．四半期連結財務諸表について



１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 907,860 329,475

受取手形及び売掛金 30,842 34,622

有価証券 60,276 60,435

仕掛販売用不動産 － 184,011

その他 56,508 145,707

貸倒引当金 △700 △900

流動資産合計 1,054,787 753,352

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,903,028 3,901,544

土地 4,668,167 4,728,165

その他（純額） 212,625 182,872

有形固定資産合計 8,783,821 8,812,582

無形固定資産 13,099 11,948

投資その他の資産   

投資有価証券 1,190,798 1,168,281

その他 174,222 169,702

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 1,364,821 1,337,783

固定資産合計 10,161,742 10,162,314

資産合計 11,216,529 10,915,667

負債の部   

流動負債   

買掛金 45,129 41,664

短期借入金 839,680 839,680

未払法人税等 207,785 45,380

賞与引当金 24,300 6,000

その他 394,795 427,229

流動負債合計 1,511,690 1,359,955

固定負債   

長期借入金 1,297,740 1,255,320

退職給付引当金 248,805 251,638

役員退職慰労引当金 34,250 49,000

修繕引当金 356,014 361,805

受入敷金保証金 2,322,832 2,148,262

その他 68,443 67,247

固定負債合計 4,328,085 4,133,273

負債合計 5,839,776 5,493,228



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 58,178 58,178

利益剰余金 5,196,766 5,238,011

自己株式 △3,537 △3,537

株主資本合計 5,351,407 5,392,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,345 29,786

評価・換算差額等合計 25,345 29,786

純資産合計 5,376,753 5,422,438

負債純資産合計 11,216,529 10,915,667



(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 600,147 608,727

売上原価 350,531 382,112

売上総利益 249,615 226,614

販売費及び一般管理費   

役員報酬 23,750 21,450

給料及び手当 23,917 20,407

退職給付費用 3,723 3,506

役員退職慰労引当金繰入額 14,750 14,750

賞与引当金繰入額 2,064 2,154

貸倒引当金繰入額 － 200

その他 21,432 27,628

販売費及び一般管理費合計 89,638 90,097

営業利益 159,976 136,517

営業外収益   

受取利息 455 222

受取配当金 4,219 4,903

有価証券利息 3,982 3,891

その他 829 739

営業外収益合計 9,486 9,757

営業外費用   

支払利息 7,766 7,067

支払手数料 1,407 932

その他 － 3

営業外費用合計 9,174 8,002

経常利益 160,289 138,272

特別利益   

固定資産売却益 － 1,865

貸倒引当金戻入額 100 －

特別利益合計 100 1,865

特別損失   

固定資産除却損 179 25,364

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,523 －

特別損失合計 27,702 25,364

税引前四半期純利益 132,687 114,773

法人税等 55,800 49,400

四半期純利益 76,887 65,373



 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 

  

 
  

【継続企業の前提に関する事項】

【会計方針の変更等】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)

税金費用の計算

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

【追加情報】

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係）

(四半期損益計算書関係)

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 72,189千円 72,021千円



  

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(株主資本等関係)

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

優先株式
繰越利益 
剰余金

19,990 13
平成22年３月31日 平成22年６月30日

普通株式 4,140 9

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

優先株式
繰越利益 
剰余金

19,989 13
平成23年３月31日 平成23年６月30日

普通株式 4,140 9

(持分法損益等)

(企業結合等関係)



  

Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の経常利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、販売用不動産事業を含んでおりま

す。なお、販売用不動産事業は、当第１四半期累計期間より開始しております。 

２．セグメント利益又は損失の合計は、四半期損益計算書の経常利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計
四半期損益計算書

計上額
土地 建物

売上高

 外部顧客への売上高 135,154 464,992 600,147 600,147

セグメント利益 49,771 110,518 160,289 160,289

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
四半期損益計
算書計上額

土地 建物 合計

売上高

 外部顧客への売上高 152,136 456,590 608,727 ― 608,727 608,727

セグメント利益又は損失(△) 70,104 73,107 143,211 △4,938 138,272 138,272



  

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため、記載していません。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日)

 

１株当たり四半期純利益金額 優先株式 39.42円

普通株式 35.37円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   ―
 

１株当たり四半期純利益金額 優先株式 33.66円

普通株式 29.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  ―

項目
前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日)

（普通株式）

１ 四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 76,887 65,373

２ 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   (千円)

   優先配当金 6,150 6,150

   優先株式の参加可能額 54,467 45,601

    普通株主に帰属しない金額(千円) 60,617 51,752

３ 普通株式に係る四半期純利益(千円) 16,269 13,621

４ 普通株式の期中平均株式数(千株) 460 460

（優先株式）

１ 優先株式に係る四半期純利益(千円) 60,617 51,752

２ 優先株式の期中平均株式数(千株) 1,537 1,537



  

平成23年８月９日開催の取締役会において、株式会社辰巳商會（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社の優先株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、

賛同の意見を表明するとともに、株主の皆様に対し応募を推奨することを決議いたしました。 

上記決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の全部取得条項付種類株式を利用する等の方法

により、当社を完全子会社化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定で

あることを前提としております。 

  

１．公開買付者の概要 

  

 
  

(重要な後発事象)

(1) 商号 株式会社辰巳商會

(2) 本店所在地 大阪市港区築港四丁目１番１号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 溝江 輝美

(4) 事業内容

海上運送事業、港湾運送事業、道路運送事業、貨物利用運送事業、倉庫
業、通運業、海運代理店業、航空運送代理店業、産業廃棄物処理業、船舶
繋留作業、計量証明事業、港湾労働者派遣事業、船員派遣事業、労働者派
遣法に基づく労働者派遣事業、工業薬品製造業、物品の輸出入並びに販売
業、駐車場経営、不動産賃貸業、土木工事業、建築工事業、電気工事業、
管工事業、機械器具設置工事業、鋼構造物工事業

(5) 資本金 750百万円

(6) 設立年月日 大正９年９月28日

(7) 大株主及び持株比率

辰巳交友会
カネオ株式会社
東南興産株式会社
四宮 誠之
四宮 明
岡本 義嗣
玄海汽船株式会社
株式会社セントラル・コールド・ストレージ
東南海運株式会社
辰巳運輸株式会社

44.68％
8.00％
5.07％
4.36％
4.08％
3.33％
3.33％
2.93％
2.67％
2.67％

(平成23年８月９日現在)

(8) 当社と公開買付者との関係

資本関係 公開買付者は当社の発行済株式総数の73.17％を保有しております。

人的関係
公開買付者の取締役が２名、それぞれ当社の社外取締役、社外監査役に就
任しております。

取引関係 当社から公開買付者に対して当社所有地を2,508㎡賃貸しております。

関係当事者への該当状況 公開買付者は、当社の親会社に該当いたします。



  
２．当社株式の公開買付けの概要 

(１) 買付け等をする株券の種類 

 優先株式 

  

(２) 買付け等の期間 

 平成23年８月12日（金曜日）から平成23年９月26日（月曜日）まで（30営業日） 

  

(３) 買付け等の価格 

 優先株式１株につき2,650円 

  

(４) 買付け予定の株式の数 

 534,327株 

(注)本公開買付けにおいては、買付け予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券

等の全部の買付け等を行います。 

  

(５) 公開買付け開始公告日 

 平成23年８月12日 

  

  該当事項はありません。 

２ 【その他】



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



  

平成23年８月９日
大阪港振興株式会社 
取締役会  御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大
阪港振興株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第70期事業年度の第１四半期会計期間
(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６
月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。 
  
四半期財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半
期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、大阪港振興株式会社の平成23年６月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が
すべての重要な点において認められなかった。 
  
強調事項 
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成23年８月９日開催の取締役会において、株式会社

辰巳商會による会社株式の公開買付けに賛同する旨を決議している。 
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。 
  

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以  上 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    廣  田  壽  俊    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    守  谷    義  広    印

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



 
  

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年８月９日

【会社名】 大阪港振興株式会社

【英訳名】 The Osaka Port Development Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 松 田 正 一

【最高財務責任者の役職氏名】          ―

【本店の所在の場所】 大阪市港区築港三丁目７番15号

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）



当社代表取締役社長松田正一は、当社の第70期第１四半期(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


